地域企業経営力向上事業業務委託仕様書

１　委託業務名
地域企業経営力向上事業業務

２　履行期間
　契約締結日から令和9年3月15日まで

３　業務の目的
市内事業者を対象に、市内事業者が有するウェブサイト等の効果的な管理・運用支援を行い、域外需要の獲得を促し、受注及び売上の増加につなげる。

４　委託業務の内容
　(1) 市内事業者を対象としたウェブサイト等の効果的な管理・運用支援業務
ア.業務の基本方針
市内事業者が有するウェブサイト等の効果的な管理・運用を実現し、アクセス増による、域外需要の獲得を後押しするため、戦略的なウェブサイト運用のためのコンサルティングを行い、実行のための伴走及び代行支援(以下、「支援」という。)を無償で提供する。

イ.業務の内容
　① 本業務の支援を受ける事業者(以下、「支援対象事業者」という。)の募集
　　支援対象事業者の募集は、釜石市と受託者が協力して実施し、釜石市が支援対象事業者を決定する。受託者は、支援対象事業者の選定基準の策定に協力し、募集のための案内チラシ及び画像作成等の広報物の作成を行うこと。なお、支援対象事業者は、以下に該当する事業者とし、10社以上15社以内を想定している。
· 釜石市内に本社・本店・事業所がある中小企業又は小規模事業者で、ウェブサイト、ソーシャル・ネットワーキング・サービス等のインターネット上の情報発信ツールの運営に課題を抱えている者
· 域外需要の獲得に向け、インターネットを活用した情報発信・販路開拓に意欲のある者
· 電子商取引(Ｅコマース)を活用しており、域外需要の獲得に向けて、さらなる販路開拓・拡大を目指す意欲のある者

② 支援の企画及び実施
　　支援対象事業者ごとに、課題の特定、改善方法を提案し、支援対象事業者の合意・協力のもと支援を企画及び実施すること。支援にあたっては、支援対象事業者が本業務終了後も自律的、かつ、効果的な運用が継続できるよう配慮すること。

③ 支援の効果測定及び報告
受託者は、本業務の履行期間中、各支援対象事業者に実施する支援の進捗状況及び効果を適時的確に測定し、報告すること。なお、各支援対象事業者への支援は令和9年2月を目途に完了し、行った支援の内容をはじめ、情報発信及び販路開拓、売上の増加等への効果を測定し、取りまとめのうえ、実績報告書として、本業務の完了時に釜石市に提出すること。

(2) 釜石市ホームページ内における特集記事掲載ページ（以下、「特集ページ」とい
う。）の作成及び運用
ア.業務の基本方針
釜石市が有する魅力（観光スポット、グルメ、農水産物、お菓子等の商品、工業製品、事業者等。以下、「コンテンツ」という。）について、インターネットにおける発信力の向上（アクセス数の増加、検索ワードの一般名詞割合が増加等）を目指すため、釜石市役所ホームページ内に特集ページを作成し、これを運用する。

イ.業務の内容
　　① 特集ページの作成及び運用
　　　特集ページの作成にあたっては、新たなCMS・サーバー環境等の導入、構築、設定が伴う特集ページの作成は想定していない。デザイン及びレイアウトは、現行の釜石市ホームページを基本とし、CMS・サーバー環境等の既存の設定の範囲内で作成することを、念頭に企画・提案を行うこと。加えて、コンテンツの発信力向上のための戦略を企画・提案すること。
受託後の業務実施にあたっては、必要に応じて、現在の釜石市ホームページのアクセス分析を許可すると共に、本プロポーザルで提案を行った内容について、再度、釜石市及び釜石市が別途委託する釜石市ホームページの管理・運営業務を受託する事業者と協議し、当該管理・運営業務の範囲内で構築可能な特集ページとする。

　　② 釜石市のコンテンツを発信する特集記事の作成及び投稿
　　　釜石市のコンテンツを活かした特集記事を作成すること。本特集記事へのアクセスの増加をはじめ、支援対象事業者へのアクセスが増加するよう戦略的に特集記事の作成及び投稿を行うこと。特集記事の作成数は、7件以上10件以下を想定している。
受託後の業務実施にあたっては、釜石市が受託者に対して、釜石市ホームページのCMSへのアクセス権限を付与し、受託者が記事の入力及び投稿までを実施する。なお、特集記事の作成及び投稿は、本業務の契約期間内に完了すること。
　　　
　　③ 特集ページのアクセス分析及び改善
　　　受託者は、本業務の履行期間中、適時的確に特集ページのアクセス分析を行い、特集記事の効果及びさらなる効果的な運用に向けた改善を行い、それらの内容について、進捗報告として釜石市に報告を行うこと。また、業務完了時に、最終的なアクセス分析及び特集ページによる効果を取りまとめのうえ、実績報告書として、釜石市に提出すること。

(3) 進捗報告
　　受託者は、本業務の履行期間中、毎月1回程度、30分から1時間程度で事業の進捗報
告を行うこと。

５　当市施策及び各支援機関との連携
本業務の実施にあたっては、あらかじめ内容等について委託者と十分に協議し、当市
の他の施策や各支援機関と連携して行うこと。

６　秘密の保持・情報提供及び個人情報の取扱い
受託者は、釜石市個人情報保護条例（平成17年釜石市条例第22号）の規定を遵守し、
対象者の個人情報を適正に収集し、保管及び使用しなければならない。

７　再委託の禁止
　受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、書面に
より委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

８　成果報告書（実績報告書）の提出
(1) 受託者は、業務終了までに、次の成果品を提出すること。
ア.　本業務についての実績報告書・・・1部
イ.　上記アの電子データ・・・・・1部
(2) 委託者は、納品を受けた上記成果品について確認を行う。受託者は、委託者の確認の結果、修正等の指示があった場合は速やかに対応すること。なお、成果品の納入場所は釜石市商工観光課とする。

９　関係書類の管理及び保存
　受託者が、委託業務を行うにあたり作成し、又は受領する文書等は、適正に管理及び
保存すること。また、本業務完了時は、委託者の指示に従い、保管又は委託者への引き
渡しを行うこと。
上記の関係書類は、委託業務終了後5年間保存すること。

10　その他
(1) 本業務の履行状況の確認、仕様書に定めのない事項や業務の実施あたり疑義が生じ、釜石市からの求めがあった場合は、受託者は速やかに協議に応じること。
(2) 委託業務を行うにあたって、業務上知り得た秘密を漏らし、または、委託業務以外
　　に利用することはできない。委託事業終了後も同様とする。
(3) 本業務において、交通費等経費が必要な場合は、受託者において、全ての手続を行い、その経費を負担する。
(4) 受託者は、本業務にかかる経費について、経費毎に区分し、帳簿を備えてその収支の内容を明らかにするとともに、証拠書類を整理保管すること。
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